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台南道教の開光儀について─ 1 ─

台
南
道
教
の
開
光
儀
に
つ
い
て

浅
野
春
二

序

　
「
開
光（

１
）」

は
「
開
光
点
眼
」
と
も
称
し
、
神
像
・
魂
身
（
死
者
を
象
っ

た
人
形
）
等
に
霊
魂
（
神
霊
・
亡
魂
等
）
を
入
れ
る
呪
術
的
儀
礼
と
さ
れ

る
。
わ
が
国
で
行
わ
れ
る
「
開
眼
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼

の
方
式
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る（

２
）が

、
小
稿
で
は
、
台
湾
南
部
・
台
南
地

区
の
道
士
（
烏
頭
道
士（

３
）

）
が
、
醮
や
斎
（
功
徳
）
に
際
し
て
行
う
「
開

光
」
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
い
た
い
。

　

筆
者
は
一
九
八
〇
年
以
来
、
台
南
市
の
陳
榮
盛
道
長（

４
）の

行
う
儀
礼
に
つ

い
て
調
査
し
て
き
た
が
、
陳
榮
盛
道
長
の
使
用
す
る
主
要
な
儀
礼
の
テ
キ

ス
ト
（
経
・
懺
・
科
儀
等
）
に
つ
い
て
は
、
大
淵
忍
爾
氏
の
『
中
国
人
の

宗
教
儀
礼（

５
）』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
録
文
と
と
も
に
陳
榮
盛

道
長
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
く
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
神
像
の

「
開
光
」
に
つ
い
て
は
『
開
光
科
儀
』（
三
六
八
頁
以
下
）
に
、
魂
身
の

「
開
光
」
に
つ
い
て
は
『
開
通
冥
路
科
儀
』
の
初
め
の
部
分
（
四
七
三

頁
）
に
あ
る
。
ま
た
、
副
薦（

６
）等

の
魂
身
の
「
開
光
」
に
つ
い
て
は
『
引
魂

科
儀
』（
五
六
六
頁
）
に
あ
る
。
そ
の
他
に
「
神
主
の
開
光
」（
四
七
一
頁

以
下
）、
打
城
に
用
い
る
城
（
枉
死
城
）
の
「
替
身
」
等
の
「
開
光
」（
五

〇
二
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
眼
・
耳
・
鼻
・
口
等
を
「
開
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く
」
こ
と
や
、
霊
魂
を
入
れ
る
（
憑
依
さ
せ
る
）
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
観
念
や
イ
メ
ー
ジ
が
働
い
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一
、『
開
光
科
儀
』

　
「
開
光
」
の
手
順
に
つ
い
て
は
、
台
南
の
陳
道
長
の
儀
礼
だ
け
で
も
、

細
部
は
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

概
ね
類
似
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
醮
儀
に
用
い
ら
れ
る
『
開

光
科
儀
』
を
例
に
し
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

　

ま
ず
、
道
士
が
「
歩
虚
」
を
歌
う
。「
虚
」
す
な
わ
ち
空
中
を
歩
む
境

地
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
が
、
現
代
台
湾
の
儀
礼
で
は
、
儀
礼
の
初
め
に
歌

う
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
「
浄
壇
」。
道
士
が
「
三
浄
呪
」「
浄
天
地
神
呪
」
を
歌
い
つ
つ
、

花
の
つ
ぼ
み
等
を
使
っ
て
水
盂
中
の
符
水
を
振
り
ま
き
、
壇
（
儀
礼
空

間
）
を
清
め
る
。

　

次
に
「
香
白
」
を
唱
え
つ
つ
、
線
香
を
香
炉
に
供
え
る
。

　

次
に
「
啓
聖
」。
神
々
の
名
前
を
唱
え
て
、
神
々
を
呼
び
出
す
。

　

こ
の
後
が
「
開
光
」
の
独
自
の
内
容
と
な
る
。

某
位
神
明
（
開
光
す
べ
き
神
名
）、
扶
助
金
身
、
點
開
慧
眼
、
萬
年

顯
赫　
　
　
　

恭
望
／（

７
）眾

眞
、
洞
回
照
鑒
。（
三
六
八
頁
）

某
位
神
明
よ
、
金
身
を
扶
助
し
、
點
じ
て
慧
眼
を
開
か
ば
、
萬
年
顯

赫
た
り
。
恭
ん
で
望
む
ら
く
は
、
眾
眞
、
洞
回
照
鑒（

８
）せ

ん
こ
と
を
。

　

こ
こ
で
「
勅
雞
」
を
行
う
。
雞
に
対
し
て
命
じ
る
の
で
あ
る
。

祖
師
爲
吾
來
勅
鷄
、
本
師
爲
吾
來
勅
鷄
、
此
鷄
非
凡
鷄
、
乃
天
上
金

烏
鷄
、
靈
鷄
本
宿
在
堂
中
、
與
吾
取
來
手
中
藏
寶
劍
、
此
出
眞
精

血
、
指
點
慧
眼
、
便
開
光
。（
三
六
八
頁
）

祖
師
よ
吾
が
爲
に
來
た
り
て
鷄
を
勅
せ
。
本
師
よ
吾
が
爲
に
來
た
り

て
鷄
を
勅
せ
。
此
の
鷄
は
凡
な
る
鷄
に
非
ず
。
乃
ち
天
上
の
金
烏
鷄

な
り
。
靈
鷄
の
本
宿
（
？
）
は
堂
中
に
在
り
。
吾
と
與
に
取
り
て
來

た
り
、
手
中
に
寶
劍
を
藏
し
、
此
に
眞
精
血
を
出
し
、
指
し
て
慧
眼

を
點
じ
、
便
ち
開
光
せ
ん
。

　

次
に
は
、
大
淵
氏
の
解
説
を
引
用
す
る
。

そ
こ
で
白
鷄
（
太
陽
の
中
に
居
る
金
烏
鷄
は
文
字
と
は
異
な
っ
て
白

鷄
と
觀
念
さ
れ
る
）
の
と
さ
か
を
劍（

９
）で

切
っ
て
血
を
出
す
。
白
鷄
の

血
は
即
ち
太
陽
の
精
氣
を
象
徴
す
る
。
そ
し
て
朱
筆
に
血
を
つ
け
て）

（1
（
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依
頼
者
（
醮
主
等
）
の
氣
を
取
り
（
開
け
た
口
の
所
へ
筆
を
持
っ
て

行
き
、
息
を
出
さ
す
）、
出
外）

（（
（

し
て
筆
を
太
陽
（
夜
は
月
）
に
向
け

て
太
陽
（
月
）
の
光
華
を
取
り
（
筆
で
空
中
に
丸
を
畫
い
て
中
に
點

を
す
る
動
作
）、
次
に
丸
い
新
し
い
鏡）

（1
（

を
太
陽
の
方
へ
向
け
（
夜
間

は
月
に
向
け
る
）、
鏡
の
上
に
三
台
と
靈
字
と
罡
の
印
し
と
を
書

く
。
靈
字
を
書
く
時
は
一
畫
毎
に
二
十
八
宿
の
名
を
誦
え
る
（
即
ち

二
十
八
畫
に
書
く
。
な
お
、
三
台
と
靈
字
と
罡
と
は
實
際
は
出
外
す

る
前
に
豫
め
書
い
て
置
き
、
そ
の
上
を
な
ぞ
る
の
で
あ
る
）。
太
陽

（
或
は
月
乃
至
自
然
）
の
精
氣
を
完
全
に
鏡
に
取
り
込
む
譯
で
あ

る
。
そ
し
て
鏡
の
前
で
金
古
紙）

（1
（

を
燃
し
て
淸
め
、
中
に
入
っ
て
鏡
を

像
の
方
へ
向
け
、
次
の
呪
を
と
な
え
る
。
像
は
醮
主
が
持
つ）

（1
（

。（
三

六
八
～
三
六
九
頁
）

　

次
の
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
、
神
像
に
朱
点
を
打
っ
て
い
く
。
こ
の
時
に

道
士
は
、
左
手
に
鏡
を
持
っ
て
神
像
に
向
け
、
右
手
に
筆
を
持
っ
て
点
を

打
っ
て
い
く
。
神
像
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
朱
点
を
置
く
際
に
唱
え
る
部

分
を
繰
り
返
す
。

天
色
淸
、
地
色
靈
、
啓
告
皇
天
作
證
盟
、
手
執
兔
毛
筆
、
如
今
開
光

點
眼
、
爲
第
一

左
眼
寫
、
右
眼
寫

、
點
靈
光
照
太
虚
、
從
今
亙

古
不
差
移
、
頂
閑
若
安
金
光
眼
、
天
地
山
河
直
下
居
、
開
神
左
眼
開

右
眼
、
開
開
光
點
日
月
排
、
一
年
四
季
竝
無
災
、
竝
是
貴
富
光
明

在
、
天
地
長
生
、
日
月
光
明
、
靈
丹
點
眼
、
神
聖
光
明
、
照
察
内

外
、
十
方
文
名）

（1
（

、
隨
叩
隨
應
、
永
變
無
停
、
無
災
無
散
、
無
煞
不

警
、
年
年
守
護
、
歳
歳
威
靈
、
吾
奉
／
道
祖
老
君
、
點
眼
開
光
、
點

眼
開
明
、（
以
下
、
硃
點
を
置
く
）
開
神
左
化
爲
日
、
知
天
門
、
開

神
右
化
爲
月
、
識
地
理
、
開
神
左
耳
聽
四
方
、
右
耳
聽
人
同
、
開
神

鼻
、
知
五
味
、
禍
消
滅
、
福
有
餘
、
開
神
口
、
食
天
禄
、
庇
佑
合
境

皆
獲
福
、
開
神
心
、
神
靈
通
、
未
求
問
、
先
自
光
、
開
左
手
、
爲
山

河
、
右
手
執
社
稷
、
孫
子
貴
、
財
進
益
、
開
左
脚
、
踏
魁
罡
、
右
脚

踏
家
堂
、
踏
人
、
人
長
生
、
踏
鬼
、
鬼
滅
形
、
開
上
頂
、
透
天
門
、

開
下
頂
、
閉
地
戸
、
留
人
門
、
斷
鬼
路
、
塞
鬼
根
、
剥
鬼
皮
、
滅
鬼

膽
、
神
兵
火
急
如
律
令
（
三
六
九
頁
）

天
色
淸
た
り
、
地
色
靈
た
り
。
皇
天
に
啓
告
し
證
盟
を
作
さ
ん
。
手

に
兔
毛
筆
を
執
り
、
如い

ま今
開
光
點
眼
す
。
第
一
左
眼
の
爲
め
に

を

寫
し
、
右
眼
に

を
寫
す
。
點
ず
れ
ば
靈
光
太
虚
を
照
ら
し
、
今
よ

り
古
に
亙
る
ま
で
差
移
〔
＝
差
錯
：
過
ち
、
ま
ち
が
い
〕
あ
ら
ず
。

頂
閑
〔
間
か
？
〕
は
金
光
眼
を
安
ん
ず
る
が
若
く
、
天
地
山
河
は
直

下
に
居
る
（
？
）。
神
の
左
眼
を
開
き
右
眼
を
開
く
。
開
開
光
點

（
？
あ
る
い
は
「
開
光
點
眼
」
の
誤
り
か
）
日
月
排
す
。
一
年
四
季
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竝
び
に
災
無
く
、
竝
び
に
是
れ
貴
富
に
し
て
光
明
在
り
。
天
地
長
生

し
、
日
月
光
明
あ
り
。
靈
丹
も
て
眼
を
點
ず
れ
ば
、
神
聖
な
る
光
明

は
、
内
外
に
照
察
〔
明
ら
か
に
見
抜
く
〕
し
、
十
方
に
文
名
（
？
）

あ
り
て
、
叩
く
に
隨
ひ
應
ず
る
に
隨
ひ
、
永
く
變
じ
て
停
ま
る
こ
と

無
く
、
災
無
く
し
て
散
ず
る
こ
と
無
く
、
煞
無
く
し
て
警
せ
ず
、
年

年
守
護
し
、
歳
歳
威
靈
あ
り
。
吾
／
道
祖
老
君
を
奉
じ
て
、
眼
を
點

じ
て
開
光
し
、
眼
を
點
じ
て
開
明
す
。
神
の
左
を
開
き
て
化
し
て
日

と
爲
せ
ば
、
天
門
を
知
る
。
神
の
右
を
開
き
て
化
し
て
月
と
爲
せ

ば
、
地
理
を
識
る
。
神
の
左
耳
を
開
け
ば
四
方
を
聽
き
、
右
耳
は
人

同
を
（
？
）
聽
く
。
神
の
鼻
を
開
け
ば
、
五
味
を
知
り
、
禍
は
消
滅

し
て
、
福
は
餘
り
有
り
。
神
の
口
を
開
け
ば
、
天
禄
を
食
ら
ひ
、
合

境
を
庇
佑
し
て
皆
福
を
獲
ん
。
神
の
心
を
開
け
ば
、
神
靈
通
じ
、
未

だ
問
を
求
め
ざ
る
に
、
先
に
自
ら
光
あ
り
（
？
）。
左
手
を
開
け

ば
、
山
河
と
爲
り
、
右
手
は
社
稷
を
執
り
、
孫
子
は
貴
く
、
財
は
進

益
す
。
左
脚
を
開
け
ば
、
魁
罡
を
踏
み
、
右
脚
は
家
堂
を
踏
む
。
人

を
踏
め
ば
、
人
長
生
す
。
鬼
を
踏
め
ば
、
鬼
は
形
を
滅
す
。
上
頂
を

開
け
ば
、
天
門
に
透
り
、
下
頂
を
開
け
ば
、
地
戸
を
閉
ぢ
、
人
門
を

留
め
、
鬼
路
を
斷
ち
、
鬼
根
を
塞
ぎ
、
鬼
皮
を
剥
ぎ
、
鬼
膽
を
滅

す
。
神
兵
火
急
な
る
こ
と
律
令
の
如
し
。

　

訓
読
を
試
み
た
が
、
ま
だ
文
意
の
取
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。
以
上
の
呪
文
に
続
け
て
大
淵
氏
は
次
の
よ
う
な
解
説
を

付
し
て
い
る
。

硃
點
は
兩
眼
・
兩
耳
・
鼻
・
口
・
胸
・
兩
手
・
兩
脚
・
顚
（
頭
の

て
っ
ぺ
ん）

（1
（

）
に
置
き
、
點
が
終
る
と
、
醮
主
は
像
を
揺
す
り
始
め

る
。
道
士
が
金
古
紙
を
燃
し
て
像
の
前
を
大
き
く
廻
し
て
淸
め
る
。

功）
（1
（

も
同
じ
く
金
古
紙
を
燃
し
て
そ
れ
を
以
て
「
顯
勞）

（1
（

」
と
空
中
に
書

き
、
陽
日
に
は
金
字
を
書
い
て
七
順
（
左
か
ら
廻
す）

（1
（

）、
陰
日
に
は

水
字
を
書
い
て
五
逆
（
右
か
ら
廻
す）

11
（

）
に
ぐ
る
ぐ
る
丸
を
書
き
、
左

の
呪
言
を
誦
す
る
。（
三
六
九
頁
）

　

筆
者
は
、
像
を
揺
す
り
、「
金
古
紙
」
に
火
を
灯
し
た
も
の
を
像
の
前

で
廻
す
こ
と
に
は
、
霊
魂
を
呼
ぶ
意
味
も
あ
る
と
解
す
る）

1（
（

。
最
後
に
唱
え

る
呪
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

吉
日
開
光
氣
象
新
、
符
水
靈
落
救
良
民
、
若
是
乞
香
、
香
得
勝
、
若

是
乞
水
、
水
得
能
、
求
貴
、
貴
爲
天
子
、
求
富
、
富
比
石
崇
、
求

壽
、
壽
比
南
山
、
求
福
、
福
如
東
海
、
田
園
五
穀
錢
財
進
、
牛
羊
六

畜
人
口
亨
、
爐
下
弟
子
皆
淸
吉
、
士
農
工
商
得
淸
淨
、
寶
鏡
團
圓
甚
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分
明
、
照
耀
神
聖
顯
威
靈
／
神
靈
速
降
天
尊
（
三
六
九
頁
）

吉
日
開
光
す
れ
ば
氣
象
新
た
な
り
。
符
水
靈
落
し
て
（
？
）
良
民
を

救
は
ん
。
是
の
若
く
し
て
香
を
乞
は
ば
、
香
は
勝
を
得
ん
。
是
の
若

く
し
て
水
を
乞
は
ば
、
水
は
能
を
得
ん
。
貴
き
を
求
む
れ
ば
、
貴
き

は
天
子
と
爲
り
、
富
を
求
む
れ
ば
、
富
は
石
崇
に
比
し
、
壽
を
求
む

れ
ば
、
壽
は
南
山
に
比
し
、
福
を
求
む
れ
ば
、
福
は
東
海
の
如
し
。

田
園
に
は
五
穀
あ
り
て
錢
財
を
進
め
、
牛
羊
六
畜
あ
り
て
人
口
亨

る
。
爐
下
の
弟
子
は
皆
淸
吉
に
し
て
、
士
農
工
商
は
淸
淨
を
得
ん
。

寶
鏡
は
團
圓
に
し
て
甚
だ
分
明
た
り
。
照
耀
し
て
神
聖
威
靈
を
顯
さ

ん
。
／
神
靈
速
降
天
尊
よ
。

　

こ
れ
に
大
淵
氏
は
次
の
よ
う
な
解
説
を
付
し
て
い
る
。

此
の
間
醮
主
は
神
様
と
臺
と
を
揺
す
り
續
け
る
。
神
靈
が
顯
赫
す
る

よ
う
に
す
る
爲
と
い
う
。（
三
六
九
頁
）

　

こ
の
『
開
光
科
儀
』
に
よ
れ
ば
、「
開
光
」
の
手
順
は
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
な
る
。
①
雞
を
勅
し
て
と
さ
か
を
切
り
、
筆
に
血）

11
（

を
取
る
。
②
筆
に

人
々
の
気
を
取
る
。
③
鏡
に
太
陽
（
ま
た
は
月
）
の
光
華
を
取
る
。
④
呪

文
を
唱
え
つ
つ
、
鏡
を
か
ざ
し
、
筆
で
朱
点
を
打
っ
て
い
く
。
⑤
「
金
古

紙
」
三
枚
を
指
先
に
巻
く
よ
う
に
し
て
円
錐
状
に
し
た
も
の
（「
紙
銭

花
」）
に
火
を
点
し
て
大
き
く
廻
し
、
空
中
に
「
顯
勞
」
と
書
き
、
陽
日
・

陰
日
に
応
じ
て
七
順
か
五
逆
か
で
円
を
描
く
。
こ
の
と
き
神
像
を
持
っ
て

い
る
醮
主
等
は
、
神
像
を
揺
す
る
。

二
、『
開
通
冥
路
科
儀
』、『
引
魂
科
儀
』
そ
の
他

　
『
開
光
科
儀
』
以
外
に
つ
い
て
は
、「
開
光
」
の
呪
文
を
中
心
に
し
て
で

き
る
だ
け
簡
単
に
説
明
し
た
い
。

（
一
）、『
開
通
冥
路
科
儀）

11
（

』

　

死
者
供
養
の
斎
儀
（
功
徳
）
で
は
、「
開
通
冥
路
」
の
冒
頭
で
主
薦
の

亡
者
の
魂
身
に
対
す
る
「
開
光
」
が
行
わ
れ
る
。

道
士
は
朱
筆
を
持
ち
、
出
外
し
て
、
孝
男
の
氣
を
と
り
、
天
に
向
け

て
、
筆
を
以
て
輪
を
畫
き
、
中
に
點
を
し
て
天
の
氣
を
と
り
、
金
古

紙
を
燃
し
て
天
に
向
っ
て
廻
し
淸
め
る
。
そ
の
時
の
呪
言
は

天
尊
説
經
教　

引
接
于
浮
生　

勤
脩
學
無
爲　

悟
眞
道
自
成　

不
迷

亦
不
慌　

無
我
亦
無
名　

朗
誦
罪
福
句　

萬
遍
心
垢
淸
（
四
七
三

頁
）
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天
尊
は
經
教
を
説
き
、
浮
生
（
は
か
な
い
人
生
）
よ
り
引
接
す
。
勤

脩
し
て
無
爲
を
學
べ
ば
、
眞
を
悟
り
て
道
自
ら
成
る
。
迷
は
ず
亦
た

慌く
ら

か
ら
ず
、
我
無
く
亦
た
名
無
く
、
罪
福
の
句
を
朗
誦
す
る
こ
と
萬

遍
に
し
て
心
垢
淸
し
。

　

次
が
「
開
光
」
の
呪
文
で
あ
る
。

續
い
て
魂
身
の
前
に
來
て
道
士
と
道
友
と
左
の
文
を
二
句
ず
つ
交
互

に
念
じ
、
前
半
で
は
各
部
に
硃
を
點
ず
る
。
こ
の
う
ち
「
意
」
は
頭

の
て
っ
ぺ
ん
で
あ
る
。
後
半
の
「
發
願
上
報
云
々
」
の
時
金
古
紙
を

燃
し
て
「
顯
勞
」
と
書
き
、
魂
身
の
上
を
三
回
廻
し
て
淨
め
て
落

す
。

願
眼
常
覩
玉
毫
光　

願
耳
常
聞
説
法
音　

願
鼻
常
嗅
眾
妙
香　

願
舌

常
讃
無
上
道　

願
身
不
染
邪
淫
法　

願
意
常
存
正
信
心
（
以
上
點
）

　

發
願
上
報
四
重
恩　

發
願
下
濟
三
塗
苦　

廣
運
慈
悲
憐
一
切　

廣

行
方
便
度
亡
靈　

仰
惟
玉
帝
大
慈
悲　

嘉
護
愿
心
悉
成
就　

志
心
稽

首
無
上
尊　

總
朝
上
帝
天
尊
（
四
七
三
頁
）

願
は
く
は
眼
の
常
に
玉
毫
の
光
を
覩
ん
こ
と
を
。
願
は
く
は
耳
の
常

に
説
法
の
音
を
聞
か
ん
こ
と
を
。
願
は
く
は
鼻
の
常
に
眾
妙
の
香
を

嗅
が
ん
こ
と
を
。
願
は
く
は
舌
の
常
に
無
上
の
道
を
讃
せ
ん
こ
と

を
。
願
は
く
は
身
の
邪
淫
の
法
に
染
ま
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
願
は
く
は

意
の
常
に
正
信
の
心
を
存
せ
ん
こ
と
を
。
發
願
す
ら
く
上
り
て
四
重

の
恩
に
報
ぜ
ん
こ
と
と
。
發
願
す
ら
く
下
り
て
三
塗
の
苦
よ
り
濟
は

ん
こ
と
と
。
廣
く
慈
悲
を
運
ら
し
て
一
切
を
憐
み
、
廣
く
方
便
を
行

ひ
て
亡
靈
を
度
せ
。
仰
ぎ
て
玉
帝
の
大
慈
悲
を
惟
ひ
、
愿
心
を
嘉
護

し
て
悉
く
成
就
せ
し
め
よ
。
志
心
も
て
無
上
尊
に
稽
首
す
。
總
朝
上

帝
天
尊
よ
。

　

こ
の
呪
文
の
「
願
眼
常
覩
玉
毫
光
」
か
ら
「
嘉）

11
（

護
愿
心
悉
成
就
」
ま
で

は
、『
太
上
元
始
天
尊
説
寶
月
光
皇
后
聖
母
天
尊
孔
雀
明
王
經
』（
続
道
蔵

S.N
.1433

、
十
三
ｂ
）、『
高
上
玉
皇
本
行
經
集
註
』（
続
道
蔵S.N

.1440

、

二
十
八
ａ
～
ｂ
）
に
「
発
願
」
の
文
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
大
淵
忍
爾

氏
の
録
文
（
大
淵
前
掲
一
九
八
三
年
）
中
で
も
、「
願
眼
常
覩
玉
毫
光
」

か
ら
「
廣
行
方
便
度
亡
靈
」
ま
で
が
、『
無
上
煉
度
宗
旨
科
』（
五
六
四

頁
）、『
太
上
鴻
名
靈
寶
藥
師
寶
懺
』（
五
九
九
頁
）
に
お
い
て
、「
発
願
」

の
文
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
元
来
は
発
願
文
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
眼
・
耳
等
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
言
う
内
容
を
有
し
て
い
る
の

で
、「
開
光
」
の
呪
文
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い）

11
（

。
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（
二
）、『
引
魂
科
儀）

11
（

』

　
「
引
魂
」
も
、
死
者
供
養
の
斎
儀
（
功
徳
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
副
薦
等
の
魂
身
の
「
開
光
」
を
含
ん
で
い
る
。

開
光
は
開
光
科
を
簡
単
に
し
た
や
り
方
で
、
ま
ず
硃
筆
に
鷄
の
と
さ

か
を
剪
刀
で
切
っ
て
血
を
出
し
て
つ
け
、
鏡
に
三
台
と
靈
字
を
書

き
、
鏡
を
天
に
か
ざ
し
、
硃
筆
で
天
に
向
っ
て
丸
を
畫
い
て
點
を

打
っ
て
太
陽
の
精
氣
を
と
り
、
鏡
を
像
の
方
へ
向
け
、
魂
身
の
目
そ

の
他
に
點
ず
る
。
そ
の
時
の
呪
言
は
、

神
筆
靈
々
、
太
陽
眞
精
、
點
開
禁
忌
、
五
官
齊
明
、
上
應
天
門
、
下

通
地
戸
、
左
眼
看
萬
里
、
右
眼
看
分
明
、
左
耳
聽
遠
近
、
右
耳
知
吉

凶
、
鼻
中
七
竅
、
孔
相
通
、
聞
吾
香
煙
、
降
道
場
（
五
六
六
頁
）

神
筆
靈
々
た
り
。
太
陽
の
眞
精
、
點
じ
て
禁
忌
を
開
く
。
五
官
は
齊

明
に
し
て
、
上
は
天
門
に
應
じ
、
下
は
地
戸
に
通
ず
。
左
眼
は
看
る

こ
と
萬
里
に
し
て
、
右
眼
は
看
る
こ
と
分
明
た
り
。
左
耳
は
遠
近
を

聽
き
、
右
耳
は
吉
凶
を
知
る
。
鼻
中
七
竅
（
？
）
は
、
孔
相
ひ
通

ず
。
吾
が
香
煙
を
聞
き
、
道
場
に
降
れ
。

　

こ
の
呪
文
は
「
左
眼
」「
右
眼
」「
左
耳
」「
右
耳
」「
鼻
」
の
み
で
、
口

そ
の
他
に
触
れ
て
い
な
い
。「
鼻
中
」
に
続
け
て
「
七
竅
」（
通
常
は
両

耳
、
両
目
、
鼻
の
二
つ
の
穴
、
口
を
指
す
）
と
あ
る
の
も
不
審
で
あ
る
。

（
三
）、
神
主
の
開
光

　

死
者
の
安
葬
（
埋
葬
）
に
際
し
て
、
神
主
（
位
牌
）
の
「
開
光
」
が
行

わ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
唱
え
る
呪
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
引
用
に
際
し

て
は
、
大
淵
氏
の
説
明
を
一
部
省
略
す
る
。

天
淸
淸
、
地
靈
靈
、
孔
聖
文
昌
筆
、
指
日
高
昇
、
點
淸
（
茲
で
筆
を

天
に
向
け
る
）、
天
淸
、
點
地
（
筆
を
地
の
方
へ
向
け
る
）、
地
靈
、

點
人
（
孝
男）

11
（

達
の
方
へ
向
け
る
）、
人
長
生
、
點
草
木
（
草
木
の
方

へ
向
け
る
）、
草
木
皆
生
、
點
萬
物
、
萬
物
興
旺
、
點
左
眼
（
以
下

は
實
際
に
點
を
下
す
）、
開
、
點
右
眼
、
開
、
點
兩
肩
、
子
兒
幾
萬

千
、
點
爾
（
耳
）、
儞
聰
明
、
點
亡
、
亡
靈
早
超
昇
、
三
魂
歸
天

堂
、
七
魄
歸
神
主
（
點
は
以
上
で
終
り
、
以
下
は
點
を
置
か
な
い
）、

點
主
子
孫
興
旺
、
點
奉
祀
子
孫
代
代
房
房
有
、
朱
筆
抛
上
山
、
子
兒

大
家
去
做
官
、
朱
筆
収
落
斗
、
子
孫
千
々
萬
々
口
、
點
已
完
、
子
孫

代
代
仲
状
元
。（
四
七
一
頁
）

天
は
淸
淸
た
り
、
地
は
靈
靈
た
り
。
孔
聖
・
文
昌
の
筆
あ
り
。
日
の

高
く
昇
る
を
指
し
て
、
淸
（
天
？
）
に
點
ず
れ
ば
、
天
は
淸
た
り
。

地
に
點
ず
れ
ば
、
地
は
靈
た
り
。
人
に
點
ず
れ
ば
、
人
は
長
生
す
。
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草
木
に
點
ず
れ
ば
、
草
木
皆
生
ず
。
萬
物
に
點
ず
れ
ば
、
萬
物
興
旺

す
。
左
眼
に
點
ず
れ
ば
、
開
き
、
右
眼
に
點
ず
れ
ば
、
開
く
。
兩
肩

に
點
ず
れ
ば
、
子
兒
は
幾
萬
千
な
り
。
爾
（
耳
）
に
點
ず
れ
ば
、
儞

は
聰
明
な
り
。
亡
に
點
ず
れ
ば
、
亡
靈
は
早
に
超
昇
し
、
三
魂
は
天

堂
に
歸
し
、
七
魄
は
神
主
に
歸
す
。
主
に
點
ず
れ
ば
子
孫
は
興
旺

し
、
點
じ
て
奉
祀
す
れ
ば
子
孫
代
代
房
房
有
り
。
朱
筆
山
に
抛
上
す

れ
ば
、
子
兒
大
家
は
去
り
て
官
と
做
り
、
朱
筆
斗
に
収
落
す
れ
ば
、

子
孫
千
々
萬
々
口
な
ら
ん
。
點
ず
る
こ
と
已
に
完
り
ぬ
。
子
孫
代
代

状
元
に
中）

11
（

た
ら
ん
。

　

大
淵
氏
の
解
説
に
は
、
図
を
掲
げ
て
点
を
打
つ
位
置
を
示
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

（
四
）、
打
城
に
お
け
る
替
身
等
の
開
光
（『
無
上
九
幽
打
城
抜
度
科
儀
』）

　

死
者
供
養
の
斎
儀
（
功
徳
）
で
行
わ
れ
る
「
打
城
」
の
初
め
に
も
、
死

者
を
象
っ
た
「
替
身
」
や
「
観
音
」「
獄
卒
」
等
の
「
開
光
」
が
行
わ
れ

る）
11
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
大
淵
氏
の
解
説
を
引
用
す
る
。

太
鼓
と
銅
鑼
の
中
を
道
士
は
龍
角
を
鳴
ら
し
、
劍
を
浄
水
で
浄
め
、

雞
の
と
さ
か
を
切
っ
て
血
を
出
し
、
そ
の
血
を
筆
に
つ
け
、
枉
死
城

の
神
々
と
城
の
中
の
亡
者
像
（
替
身）

11
（

）
と
を
開
光
す
る
。
な
お
替
身

の
開
光
の
際
は
三
魂
七
魄
の
名
を
呼
ぶ
。
つ
い
で
金
古
紙
に
火
を
つ

け
、
龍
角
を
鳴
ら
し
て
金
古
紙
を
持
っ
て
城
の
上
を
三
回
廻
し
て
浄

め
る
。（
五
〇
二
頁
）

　

こ
こ
に
は
「
開
光
」
に
用
い
る
呪
文
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、「
替
身
」
の
「
開
光
」
に
「
三
魂
七
魄
の
名
を
呼
ぶ
」
と
あ
る
の

は
、
注
意
さ
れ
る
。『
雲
笈
七
籤
』（
道
蔵S.N

.1032

）
巻
五
十
四
に
よ
っ

て
「
三
魂
七
魄
」
の
名
を
挙
げ
る
と
、「
三
魂
」
は
「
胎
光
」「
爽
靈
」

「
幽
精
」、「
七
魄
」
は
「
尸
狗
」「
伏
矢
」「
雀
陰
」「
呑
賊
」「
非
毒
」「
除

穢
」「
臭
肺
」
と
な
る
。
台
南
で
も
こ
れ
と
同
じ
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

三
、
開
光
と
霊
魂
（
神
霊
・
亡
魂
）
を
入
れ
る
こ
と

　
『
開
光
科
儀
』
で
は
「
兩
眼
・
兩
耳
・
鼻
・
口
・
胸
・
兩
手
・
兩
脚
・

顚
」
に
朱
で
点
を
打
つ
。『
開
通
冥
路
科
儀
』
で
は
「
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・

身
・
意
（
頭
の
て
っ
ぺ
ん
）」
に
朱
で
点
を
打
つ
。『
引
魂
科
儀
』
で
は

「
目
そ
の
他
」
と
あ
る
が
、
呪
文
に
よ
っ
て
「
左
眼
・
右
眼
・
左
耳
・
右

耳
・
鼻
」
に
点
を
打
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
打
城
の
「
開
光
」
に
お
い
て
も

『
開
光
科
儀
』『
開
通
冥
路
科
儀
』
等
と
同
様
に
体
の
各
部
に
朱
で
点
を
打
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つ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
眼
や
耳
や
鼻
な
ど
が
開
く
の
で
あ
る）

1（
（

。「
神

主
」
の
「
開
光
」
に
際
し
て
も
、
呪
文
の
上
で
は
、
人
の
体
と
同
じ
よ
う

に
「
兩
眼
・
兩
肩
・
耳
」
に
点
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
興
味
深

い
。

　

ま
ず
は
、
こ
れ
で
神
像
や
魂
身
等
に
霊
魂
が
入
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
単
純
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
開
光
」
の
儀
礼
で
霊
魂
が
入
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
霊
魂
は
身

体
の
各
部
分
に
宿
る
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
開
光
」
の

後
に
、
ま
た
霊
魂
を
招
く
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
規
模
の
大
き
な
祈
安
醮
に
付
加
し
て
行
わ
れ
る
「
火
醮
」

の
最
初
に
火
王
の
「
開
光
」（『
開
光
科
儀
』）
が
行
わ
れ
る
が
、「
開
光
」

の
後
、
啓
白
を
行
っ
て
神
々
を
迎
え
て
い
る
。
抜
度
儀
礼
の
場
合
、「
引

魂
」
や
「
開
通
冥
路
」
に
際
し
て
魂
身
の
「
開
光
」
が
行
わ
れ
る
が
、

「
引
魂
」
の
場
合
は
、「
開
光
」
の
後
で
「
魂
を
集
め
て
引
魂）

11
（

」
し
て
い

る
。『
開
通
冥
路
』
で
も
、「
開
光
」
し
た
後
、
冥
路
を
開
通
さ
せ
て
冥
界

か
ら
亡
魂
を
壇
に
導
い
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、「
開
光
点
眼
」
し
た
後
に
、
改
め
て
神
霊
を
迎
え
た

り
、
亡
魂
を
招
い
た
り
し
て
い
る）

11
（

の
で
あ
る
か
ら
、「
開
光
」
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
直
ち
に
霊
魂
が
宿
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

そ
れ
で
は
、「
開
光
」
で
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
可

能
な
解
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、《「
開
光
」

は
、
単
な
る
物
体
で
あ
る
像
・
人
形
を
、
霊
魂
が
宿
る
こ
と
が
で
き
る

（
憑
依
で
き
る
）
も
の
に
変
容
し
て
い
る
》
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
開
光
」
は
「
招
魂
（
召
魂
）」
の
準
備
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
そ
う
し
た
理
解
に
基
づ
け
ば
、「
開
光
点

眼
」
は
、《「
眼
・
耳
・
鼻
・
口
等
」
に
生
気
（
生
命
力
）
を
与
え
て
開
い

て
い
る
の
で
あ
り
、
霊
魂
を
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
》
こ
と
に
な
る
。

死
者
に
対
し
て
行
う
「
招
魂
（
召
魂
）」
が
、「
遺
体
」
に
霊
魂
を
戻
そ
う

と
す
る
の
で
は
な
く
、
代
わ
り
の
物
（
人
形
等
）
に
憑
依
さ
せ
る
時
に

は
、
こ
う
し
た
「
開
光
」
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

　
『
開
光
科
儀
』
を
紹
介
し
た
箇
所
の
最
後
に
①
か
ら
⑤
と
し
て
そ
の
手

順
を
整
理
し
た
が
、
こ
こ
で
生
気
（
生
命
力
）
を
与
え
て
身
体
の
各
部
分

を
開
い
て
い
る
（
正
し
く
働
く
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
）
と
い
う
解
釈
に
基

づ
い
て
、
整
理
し
な
お
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
②
③
で
は
、
筆
と
鏡

に
生
気
（
生
命
力
）
を
こ
め
て
い
る
。
④
で
は
、
筆
と
鏡
に
こ
め
ら
れ
た

生
気
（
生
命
力
）
を
、
神
像
に
移
し
て
い
る）

11
（

。
⑤
で
は
火
と
振
動
に
よ
る

呪
的
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
大
淵
氏
の
説
明
で
は
、
火
は
清
め
で
あ
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り
、
振
動
は
神
威
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

も
筆
者
は
「
招
魂
」
の
呪
術
的
行
為
で
あ
る
と
解
す
る）

11
（

。

　

一
応
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
身
体
の
部
分
に
霊
魂

が
宿
る
と
い
う
考
え
方
も
存
在
す
る
。
次
に
は
そ
れ
を
見
て
い
き
た
い
。

四
、
身
体
の
部
分
に
宿
る
霊
魂

（
一
）、
ヤ
オ
族
の
「
脱
童
歌
」

　

漢
字
で
記
さ
れ
た
資
料
で
、「
眼
・
耳
・
鼻
・
口
等
」
の
霊
魂
を
考
え

て
い
る
と
思
わ
れ
る
資
料
が
あ
る
。
ヤ
オ
族
（
ユ
ー
ミ
エ
ン
）
の
「
脱
童

歌
」
で
あ
る
。
廣
田
律
子
氏）

11
（

が
紹
介
し
て
い
る
資
料
を
引
用
す
る
（
引
用

に
際
し
て
字
体
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）。

　
「
脱
童
歌
」
の
一
部

祖
師
父　

祖
師
父　

儞
把
三
魂
還
我
身
／
儞
把
頭
魂
交
付
我　

師
郎

頭
上
自
興
旺
／
儞
把
耳
魂
交
付
我　

聽
聞
九
州
鑼
鼓
聲
／
儞
把
眼
魂

交
付
我　

眼
活
便
是
北
斗
星
／
儞
把
鼻
魂
交
付
我　

師
郎
鼻
内
聽
聞

香
／
儞
把
口
魂
交
付
我　

師
郎
口
内
説
文
章
／
儞
把
手
魂
交
付
我　

師
郎
起
手
便
成
文
／
儞
把
胠）

11
（

魂
交
付
我　

師
郎
肚
内
甚
聰
明
／
儞
把

脚
魂
交
付
我　

師
郎
脚
下
便
成
罡
／
頭
上
三
魂
頭
上
立　

脚
下
三
魂

脚
下
藏
（
五
八
三
頁）

11
（

） 

祖
師
よ
祖
師
よ
、
三
魂
を
私
の
身
に
戻
し
て
下
さ
い
。
頭
の
魂
を
私

に
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
私
の
頭
の
上
に
生
命
力
が
起
こ
り
ま
す
。
耳

の
魂
を
私
に
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
九
州
の
ド
ラ
の
音
も
聞
こ
え
ま

す
。
眼
の
魂
を
私
に
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
北
斗
星
の
よ
う
に
輝
き
ま

す
。
鼻
の
魂
を
私
に
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
香
り
を
嗅
げ
ま
す
。
口
の

魂
を
私
に
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
文
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
手

の
魂
を
私
に
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お

腹
の
魂
を
私
に
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
腹
の
中
が
す
っ
き
り
し
ま
す
。

足
の
魂
を
私
に
返
し
て
く
れ
れ
ば
、
罡
歩
が
で
き
ま
す
。
頭
上
に
三

魂
が
立
ち
、
足
元
に
三
魂
が
し
ま
わ
れ
ま
す
。（
三
五
六
頁
）

　

ヤ
オ
族
の
宗
教
は
、
漢
族
の
道
教
を
巧
み
に
取
り
込
ん
で
、
独
自
の
宗

教
体
系
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
漢
字
で
書
か
れ
た
儀
礼
文
献

を
使
用
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
し
た
「
脱
童
歌
」
が
、
漢
族
か
ら
受
容
し

て
そ
の
ま
ま
伝
え
た
も
の
な
の
か
、
ヤ
オ
族
が
受
容
し
た
の
ち
に
ヤ
オ
族

に
お
い
て
独
自
に
成
立
し
た
も
の
な
の
か
は
、
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
身
体
の
部
分
に
宿
る
霊
魂
と
い
う
考
え
方
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、「
三
魂
」
と
言
い
な
が
ら
、「
頭
魂
」「
耳

魂
」「
眼
魂
」「
鼻
魂
」「
口
魂
」「
手
魂
」「
胠
（
肚
）
魂
」「
脚
魂
」
と
八
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種
の
魂
を
挙
げ
て
い
る
の
も
注
意
さ
れ
る
。「
三
魂
」
を
と
い
う
観
念
に

収
ま
ら
な
い
魂
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）、
台
南
道
教
の
『
十
王
寶
懺
』
と
「
仙
鶴
符
命
」

　

台
南
地
区
の
道
教
儀
礼
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
打
城
」
の
「
替

身
」
の
「
開
光
」
に
際
し
て
三
魂
七
魄
の
名
を
呼
ぶ
と
い
う
の
は
、「
開

光
」
に
お
い
て
霊
魂
を
呼
ぶ
と
い
う
考
え
方
が
明
確
に
現
れ
て
い
て
注
意

さ
れ
る
が
、
三
魂
七
魄）

11
（

は
、
魂
魄
に
関
す
る
定
型
的
な
表
現
で
あ
り
、

「
開
光
」
に
お
い
て
離
散
し
た
霊
魂
を
す
べ
て
集
め
よ
う
と
い
う
欲
求
は

現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
個
々
の
魂
魄
に
つ
い
て
の
身
体
と
の
か
か
わ
り
は

不
明
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
魂
七
魄
と
言
っ
た
時
に
は
、
身
体

の
部
分
と
か
か
わ
ら
せ
る
よ
う
な
思
考
は
働
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ヤ
オ
族
の
「
脱
童
歌
」
で
、「
三
魂
」
と
言
い
な
が
ら
八
種
の
魂
を

挙
げ
て
い
る
の
も
同
様
で
、「
三
魂
」
と
い
う
の
が
定
型
的
な
表
現
で
あ

り
、
そ
こ
で
具
体
的
に
働
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
乖
離
し
た
も
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
打
城
」
の
「
替
身
」
の

「
開
光
」
に
お
い
て
、
魂
魄
の
名
を
呼
ん
で
招
く
と
い
う
一
種
の
「
招

魂
」
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、「
開
光
」
儀
礼
を
考
え
る
上

で
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
や
は
り
「
開
光
」
は
、
基
本
的
に
は
一
種
の

「
招
魂
」
儀
礼
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
小
稿
で
取
り
上
げ
た
台
南
の
儀
礼
で
は
、
身
体
の
部
分
に
か

か
わ
る
霊
魂
を
呼
ぶ
と
い
う
内
容
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
し
範
囲
を
広
げ
て
見
て
い
く
と
、
ヤ

オ
族
の
「
脱
童
歌
」
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
、
身
体
の
部
分
を
取
り
戻
す

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
含
ん
だ
儀
礼
が
存
在
す
る
。『
太
上
靈
寶
冥
王
抜
罪

寶
懺
（
十
王
寶
懺
）』
十
巻
（
大
淵
前
掲
一
九
八
三
年
、
五
七
八
～
五
九

三
頁
）
の
読
誦
に
際
し
て
は
、
一
巻
を
読
み
終
え
る
ご
と
に
「
靈
寶
无
量

度
人
眞
符
（
仙
鶴
符
命
）」（
大
淵
前
掲
、
一
九
八
三
年
、
六
六
五
頁
）
を

一
道
ず
つ
発
す
る
が
、
こ
の
「
仙
鶴
符
命
」
に
身
体
の
部
分
を
取
り
戻
す

よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。「
仙
鶴
符
命
」
に
つ
い
て

は
、
大
淵
氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

十
仙
鶴
。
鶴
に
は
仙
人
（
十
仙
人
。
八
仙
と
西
宮
王
母
と
仙
翁
と
い

う
）
が
乗
り
、
靈
寶
无
量
度
人
眞
符
（
東
方
抜
度
眞
符
以
下
十
眞

符
。
文
検
（
34
）））

1（
（

を
持
た
せ
る
（
實
際
は
貼
り
つ
け
る
）。
符
に
は

文
章
が
附
い
て
符
命
の
形
式
と
な
っ
て
い
て
、
主
行
科
事
が
天
師
の

命
を
承
け
て
出
す
。
東
方
以
下
十
方
無
極
世
界
の
冥
官
に
亡
者
の
抜

出
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。
宛
名
は
そ
の
方
を
統
轄
す
る
天
尊
と
救

苦
天
尊
と
に
な
っ
て
居
る
が
、
十
方
の
天
尊
は
實
は
救
苦
天
尊
の
化

身
で
あ
る
と
い
う
。（
五
七
八
頁
）
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こ
の
「
靈
寶
无
量
度
人
眞
符
」
の
内
、
東
方
は
耳
（「
聾
病
耳
皆
開

聡
」）、
東
南
方
は
目
（「
盲
者
目
明
」）、
南
方
は
口
（「
瘖
者
能
言
」）、
西

南
方
は
足
（「
跛
痾
積
逮
、
皆
起マ

マ

能マ
マ

行
」）、
西
北
方
は
髪
と
歯
に
関
す
る

も
の
（「
髪
白
反
黒
、
歯
落
更
生
」）
と
な
っ
て
い
る
（
五
七
八
～
五
七
九

頁
）。
こ
れ
ら
は
『
度
人
経
』
の
次
の
よ
う
な
経
文
に
基
づ
い
て
い
る
。

説
經
一
遍
、
諸
天
大
聖
、
同
時
稱
善
、
是
時
一
國
、
男
女
聾
病
、
耳

皆
開
聡
、
説
經
二
遍
、
盲
者
目
明
、
説
經
三
遍
、
瘖
者
能
言
、
説
經

四
遍
、
跛
痾
積
逮
、
皆
能
起
行
、（
中
略
）
説
經
六
遍
、
髪
白
反

黒
、
歯
落
更
生
（
經
を
説
く
こ
と
一
遍
に
し
て
、
諸
天
の
大
聖
は
、

同
時
に
善
き
か
な
と
稱
し
、
是
の
時
一
國
の
男
女
の
聾
病
な
る
も

の
、
耳
皆
開
聡
し
、
經
を
説
く
こ
と
二
遍
に
し
て
、
盲
者
は
目
明
か

と
な
り
、
經
を
説
く
こ
と
三
遍
に
し
て
、
瘖
者
は
能
く
言
ひ
、
經
を

説
く
こ
と
四
遍
に
し
て
、
跛
痾
積
逮
は
、
皆
能
く
起
ち
て
行
き
、

（
中
略
）
經
を
説
く
こ
と
六
遍
に
し
て
、
髪
の
白
き
は
黒
き
に
反

り
、
歯
の
落
ち
た
る
は
更
め
て
生
ず
。）（『
元
始
无
量
度
人
上
品
妙

經
四
注
』
道
蔵S.N

.87

巻
一
、
六
ｂ
～
八
ａ
）

　

こ
の
経
文
に
よ
っ
て
、
十
方
の
内
の
五
方
が
身
体
の
部
分
的
機
能
に
か

か
わ
る
内
容
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
が
、
十
方
の
冥
官
に
亡
魂
を
釈
放
す

る
よ
う
に
命
じ
る
命
令
書
の
内
容
に
、
身
体
の
部
分
を
回
復
さ
せ
る
こ
と

が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
る
。

小
結

　

こ
の
後
、
道
教
に
お
け
る
身
体
に
宿
る
神
や
、
道
士
が
受
籙
に
際
し
て

身
体
に
宿
ら
せ
る
神
等
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
紙
幅

の
都
合
も
あ
り
、
こ
こ
で
論
を
切
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
検

討
を
し
た
上
で
、
小
稿
で
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
は
、
以
下
の
よ
う

な
事
柄
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
身
体
の
各
部
分
を
働
か
せ
、
力
を
与
え
る
よ
う
な
存
在
が
考
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
生
気
、
霊
魂
、
神
等
と
表
象
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
、
生
気
か
ら
霊
魂
、
神
ま
で
の
幅
を
持
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
身
体
の
部
分
を
機
能
さ
せ
る
何
ら
か
の
存
在
で
あ

り
、
こ
れ
が
精
神
的
・
人
格
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
霊
魂
と
は

別
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
こ
こ
で
は
、
身
体
の
部
分
に
か
か
わ
る

と
い
う
特
徴
か
ら
、「
部
分
」
的
霊
魂
と
呼
ん
で
み
た
い
。
こ
な
れ
な
い

表
現
で
あ
る
が
、
肉
体
と
は
別
に
肉
体
を
働
か
せ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る

の
で
、
広
い
意
味
で
の
「
霊
魂
」
の
範
疇
に
入
る
と
考
え
、
身
体
の
「
部



台南道教の開光儀について─ 13 ─

分
」
に
特
に
か
か
わ
る
「
霊
魂
」
と
し
て
と
ら
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
と

別
に
存
在
す
る
の
が
精
神
的
・
人
格
的
霊
魂
で
あ
る
。
こ
れ
が
通
常
考
え

ら
れ
る
霊
魂
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
世
界
各
地
に
複
数
の
性
格
の
異
な
る
霊

魂
の
存
在
を
考
え
る
考
え
方
が
あ
り
、「
部
分
」
的
な
霊
魂
の
よ
う
な
存

在
を
考
え
る
の
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
こ
う
し
た
こ
と
を
述

べ
る
の
は
、
道
教
の
儀
礼
を
考
え
る
上
で
、
必
要
な
整
理
を
し
直
し
た
だ

け
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
開
光
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
開
光
」
で
行
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の

「
部
分
」
的
霊
魂
に
対
す
る
招
魂
で
あ
る
と
い
え
る
。
多
く
の
場
合
、
こ

れ
に
続
け
て
行
わ
れ
る
精
神
的
・
人
格
的
（
な
い
し
は
神
格
的
）
霊
魂
の

招
魂
と
相
ま
っ
て
、
神
像
や
魂
身
等
に
完
全
に
霊
魂
が
宿
る
こ
と
に
な

る
。

　

藤
野
岩
友
氏
の
「
招
魂
歌
」
の
類
型）

11
（

か
ら
見
る
と
、「
部
分
」
的
霊
魂

に
対
す
る
招
魂
で
は
、
Ｃ
類
（
舞
い
戻
り
型
）
の
特
徴
が
と
ら
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
魂
の
行
き
先
（
あ
る
い
は
元
い

た
場
所
）
に
触
れ
ず
、
戻
る
べ
き
（
あ
る
い
は
宿
る
べ
き
）
身
体
の
部
位

の
み
を
言
う
の
で
あ
る
。「
開
光
」
の
呪
文
で
は
、
点
ず
る
場
所
と
点
じ

た
後
に
そ
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
か
を
述
べ
て
い
る
。

「
開
光
」
の
場
合
、
生
気
（
生
命
力
）
を
注
入
す
る
よ
う
な
方
式
で
あ
る

の
で
、
こ
れ
を
「
招
魂
歌
」
の
類
型
と
関
係
付
け
て
よ
い
か
ど
う
か
少
々

迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
部
分
」
的
な
霊
魂
の
宿
る
べ
き
と
こ
ろ
を
言

う
の
み
で
あ
る
点
は
、
Ｃ
類
の
変
形
と
見
て
よ
い
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

「
部
分
」
的
霊
魂
の
場
合
は
、
人
格
性
や
精
神
性
が
希
薄
な
の
で
、
た
だ

戻
る
べ
き
（
あ
る
い
は
宿
る
べ
き
）
と
こ
ろ
を
言
い
、
ど
う
い
う
働
き
を

す
る
は
ず
で
あ
る
の
か
を
言
う
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

ヤ
オ
族
の
「
脱
童
歌
」
の
場
合
は
、「
祖
師
」
の
力
に
よ
っ
て
連
れ
戻

す
よ
う
に
願
う
内
容）

11
（

で
あ
る
が
、
や
は
り
各
部
位
の
魂
を
言
っ
て
、
そ
れ

が
戻
っ
て
き
た
と
き
の
働
き
を
言
う
だ
け
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
「
開

光
」
の
呪
文
と
同
じ
発
想
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、「
開
光
」
儀
に
よ
っ
て
「
部
分
」
的
霊
魂
を
付
け
、
表
象
レ

ベ
ル
で
の
身
体
の
基
本
的
な
機
能
を
付
与
し
た
上
で
、
精
神
的
・
人

（
神
）
格
的
霊
魂
を
憑
依
さ
せ
る
と
い
う
手
順
が
確
認
で
き
る
な
ら
ば
、

道
教
儀
礼
（
た
と
え
ば
南
宋
期
の
黄
籙
斎
）
に
お
い
て
、
亡
魂
の
救
済
過

程
で
、「
召
魂
」
し
て
か
ら
、「
沐
浴
」
し
、「
全
形
儀）

11
（

」
等
を
行
っ
て
身

体
の
完
全
性
を
取
り
戻
し
て
か
ら
、「
煉
度
」
の
過
程
に
乗
せ
て
い
く
方

式
と
か
か
わ
ら
せ
て
、「
招
魂
」
の
過
程
に
見
ら
れ
る
あ
る
種
の
類
型
的

思
考
を
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
魂
を

招
く
際
に
は
、
憑
依
さ
せ
る
べ
き
身
体
の
（
表
象
レ
ベ
ル
の
）
完
全
性
が

問
題
と
な
り
、
そ
の
完
全
性
を
与
え
る
な
い
し
は
取
り
戻
す
こ
と
が
、
精

神
的
・
人
格
的
霊
魂
の
「
招
魂
」
の
前
後
に
付
き
ま
と
う
の
で
は
な
い
か
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と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
身
体
の
完
全
性
の
回
復
な
い
し
は
獲
得
と
精
神

的
・
人
（
神
）
格
的
霊
魂
の
招
魂
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
「
内
在
魂
」
的

霊
魂
の
招
魂
と
「
外
来
魂
」
的
霊
魂
の
招
魂
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
く
る

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

注（1
）『
佛
説
一
切
如
来
安
像
三
昧
儀
軌
經
』
に
「
復
爲
佛
像
、
開
眼
之
光
明
、
如
點
眼

相
似
。」（
大
正
蔵
巻
二
十
一N

o.1418

）
と
あ
る
。「
光
」
は
「
眼
の
光
明
」
の

意
で
あ
る
。
こ
の
経
に
は
、「
開
眼
」
の
た
め
の
呪
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
2
）
李
献
璋
「
台
湾
福
佬
人
に
お
け
る
神
像
彫
塑
の
儀
礼
─
開
斧
か
ら
開
光
ま
で
─
」

『
民
族
学
研
究
』
第
三
十
巻
第
三
号
、
一
九
六
五
年
参
照
。
ま
た
、
黄
強
『
中
国

の
祭
祀
儀
礼
と
信
仰
』
上
巻
、
第
一
書
房
、
一
九
九
八
年
、
第
五
章
「
民
間
の
祭

祀
儀
礼
に
お
け
る
神
霊
の
依
り
憑
く
物
と
古
代
の
『
主
』」
の
「『
開
光
』
の
儀
式

に
つ
い
て
」（
二
七
八
～
二
九
一
頁
）
参
照
。

（
3
）
天
師
道
（
正
一
派
）
の
道
士
で
あ
り
、「
霊
宝
派
」、「
霊
宝
道
壇
」
等
の
名
称
も

用
い
ら
れ
る
。
台
湾
の
福
建
（
泉
州
・
漳
州
）
系
の
漢
族
社
会
で
、「
抜
度
斎

事
」
と
「
吉
慶
醮
事
」
を
と
も
に
行
っ
て
い
る
。

（
4
）
一
九
二
七
年
生
ま
れ
。
残
念
な
が
ら
二
〇
一
四
年
に
亡
く
な
っ
た
。

（
5
）
大
淵
忍
爾
編
『
中
国
人
の
宗
教
儀
礼　

仏
教　

道
教　

民
間
信
仰
』、福
武
書
店
、

一
九
八
三
年
。
こ
の
「
第
二
篇
道
教
儀
礼
」
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
再
刊
し
た
の

が
、
大
淵
忍
爾
『
中
国
人
の
宗
教
儀
礼　

道
教
篇
』
風
響
社
、
二
〇
〇
五
年
で
あ

る
。

（
6
）
死
者
供
養
の
斎
儀
に
お
い
て
、
主
と
し
て
救
済
の
対
象
と
す
る
亡
者
を
「
主
薦
」

と
す
る
（
依
頼
者
が
、
亡
く
な
っ
た
親
の
た
め
に
行
う
斎
儀
で
あ
れ
ば
、
そ
の
親

が
「
主
薦
」
と
な
る
）。
そ
の
他
に
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
時
間
の
経
過
し

て
い
る
亡
者
（
血
縁
者
）
を
加
え
て
、
救
済
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う

し
た
亡
者
を
「
副
薦
」「
附
薦
」
等
と
称
す
る
。

（
7
）「
／
」
は
原
文
に
お
け
る
改
行
を
示
す
。
以
下
も
同
じ
。

（
8
）
ど
こ
ま
で
も
明
ら
か
に
顧
み
る
意
。

（
9
）
道
士
が
儀
礼
に
用
い
る
「
七
星
剣
」。

（
10
）
血
だ
け
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
筆
に
あ
ら
か
じ
め
朱
墨
を
含
ま
せ
て
お
い
て

か
ら
、
血
を
つ
け
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
血
を
つ
け
て
か
ら
、
さ
ら
に
朱
墨
を

含
ま
せ
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。

（
11
）
壇
内
（
醮
の
場
合
は
多
く
は
廟
の
中
）
で
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
壇
の
外

に
出
る
。

（
12
）
道
士
が
依
頼
者
に
渡
す
「
要
用
物
品
単
」（
必
要
な
品
物
の
リ
ス
ト
）
に
は
「
新

鏡
」「
開
光
新
鏡
」
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
道
教
の
祭
り
と
供
物
─

現
代
台
湾
南
部
の
事
例
か
ら
─
」、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
東
ア
ジ

ア
に
み
る
食
と
こ
こ
ろ
─
中
国
・
台
湾
・
モ
ン
ゴ
ル
・
韓
国
・
日
本
─
』
お
う
ふ

う
、
二
〇
〇
四
年
参
照
。

（
13
）竹
の
繊
維
で
作
っ
た
黄
色
い
長
方
形
の
紙
。
簡
単
な
符
を
書
く
場
合
に
も
用
い
る
。

（
14
）
火
醮
を
例
に
し
て
説
明
を
補
足
す
る
。
建
醮
の
際
に
は
初
め
に
火
醮
を
行
う
こ
と

が
多
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
「
火
部
啓
白
」
と
と
も
に
「
開
光
」
が
行
わ
れ
る
。

神
像
は
糊
紙
製
（
竹
・
紙
な
ど
で
作
っ
た
も
の
）。
依
頼
者
た
ち
は
、
三
清
壇

（
壇
の
正
面
に
三
清
の
掛
軸
を
か
け
て
設
け
る
）
に
向
っ
て
並
ん
で
立
ち
、
そ
の

代
表
者
が
、
火
王
（
赤
明
和
陽
大
帝
、
南
方
火
烜
尊
帝
、
火
祖
燧
人
帝
君
）、
火

鬼
、
火
獣
の
像
を
分
担
し
て
持
つ
こ
と
に
な
る
。
拙
著
『
台
湾
に
お
け
る
道
教
儀

礼
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
一
六
七
～
一
七
三
頁
参
照
。

（
15
）
あ
る
い
は
「
分
明
」
の
誤
り
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
十
方
に

分
明
た
り
」
と
読
め
る
。

（
16
）
筆
者
の
観
察
し
た
事
例
で
は
、
多
く
の
場
合
こ
れ
に
加
え
て
背
中
に
点
を
置
く
こ

と
が
多
い
。

（
17
）
高
功
法
師
。
中
心
と
な
っ
て
儀
礼
を
行
う
道
士
の
こ
と
。

（
18
）「
顯
勞
」
の
意
味
は
未
詳
。
神
像
に
対
し
て
「
は
た
ら
き
を
あ
ら
わ
せ
」
と
命
じ
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る
意
か
。

（
19
）
時
計
回
り
。
大
淵
前
掲
一
九
八
三
年
、
二
一
五
～
二
一
六
頁
参
照
。

（
20
）
反
時
計
回
り
。
大
淵
前
掲
一
九
八
三
年
、
二
一
五
～
二
一
六
頁
参
照
。

（
21
）
李
献
璋
氏
は
、
新
た
に
作
っ
た
神
像
の
「
開
眼
」
の
際
に
「
仏
師
が
金
紙
に
火
を

つ
け
た
の
を
手
に
持
っ
て
、
像
の
面
前
で
振
り
な
が
ら
咒
文
を
唱
え
て
関
［kuan

－
］（
神
を
凴
り
つ
か
せ
る
咒
術
）
を
す
る
」
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
（
李
前
掲

一
九
六
五
年
、
二
五
六
頁
）。
李
氏
の
報
告
に
あ
る
「
関
」
と
、「
開
光
」
に
際
し

て
火
を
つ
け
た
「
金
古
紙
」
を
像
の
前
で
廻
す
行
為
は
、
基
本
的
に
同
じ
呪
術
的

な
所
作
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
黄
強
氏
も
「
開
光
」
に
お
け
る

火
の
力
に
注
目
し
て
い
る
（
黄
前
掲
一
九
九
八
年
、
二
八
三
～
二
八
七
頁
）。

（
22
）「
血
」
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
中
国
古
代
の
「
釁
禮
」
が
想
起
さ
れ
る
。
齋
伯
守

「
釁
禮
と
そ
の
宗
教
的
意
義
」『
民
族
學
研
究
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
三
六
年
参

照
。
齋
伯
守
氏
は
、
鄭
玄
の
『
周
禮
』
春
官
・
龜
人
等
の
注
に
あ
る
「
之
を
神
に

す
る
な
り
」
と
い
う
注
を
「
最
も
よ
く
其
の
宗
教
的
意
義
を
説
明
」
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
た
上
で
、「
釁
禮
」
の
目
的
を
「
器
物
を
神
聖
に
す
る
こ
と
」
と
し
、

そ
の
方
法
と
し
て
は
「
牲
血
が
絶
対
に
必
要
視
さ
れ
た
」（
八
三
頁
）
と
す
る
。

そ
し
て
「
血
が
生
命
の
原
力
で
あ
り
隨
つ
て
威
力
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と

は
古
代
に
於
け
る
通
念
で
あ
つ
た
。
か
ゝ
る
威
力
あ
る
も
の
と
し
て
の
血
を
器
物

に
塗
る
こ
と
に
よ
り
て
、
絶
大
な
威
力
を
附
與
さ
せ
や
う
と
し
た
の
が
即
ち
釁
禮

の
目
的
で
あ
り
且
つ
宗
教
的
の
意
義
で
あ
つ
た
」（
八
三
～
八
四
頁
）
と
す
る
。

「
開
光
」
に
用
い
る
血
も
「
釁
禮
」
に
お
け
る
血
と
同
様
に
「
威
力
」
の
附
与
と

い
う
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
黄
強
氏
も
「
開
光
」
に
関
し
て
血
の

信
仰
を
取
り
上
げ
、「
釁
」
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
（
黄
一
九
九
八
年
、
二
七

八
～
二
八
三
頁
）。

（
23
）『
無
上
抜
度
路
關
科
儀
』（
大
淵
前
掲
一
九
八
三
年
、
六
一
〇
～
六
一
三
頁
）
も
同

趣
旨
の
儀
礼
で
あ
り
、
そ
の
初
め
に
魂
身
の
開
光
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

（
24
）
以
下
に
あ
げ
る
続
道
蔵
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
加
」
に
作
る
。

（
25
）『
無
上
煉
度
宗
旨
科
』
も
『
太
上
鴻
名
靈
寶
藥
師
寶
懺
』
も
と
も
に
煉
度
系
の
儀

礼
で
あ
り
、
身
体
を
表
象
レ
ベ
ル
で
完
全
に
し
て
救
済
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を

持
っ
て
い
る
。「
発
願
」
の
文
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
で

は
、
身
体
の
完
全
性
に
か
か
わ
る
呪
文
と
し
て
の
性
格
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
26
）
大
淵
前
掲
一
九
八
三
年
で
は
「
新
亡
者
の
功
徳
に
併
せ
て
古
い
亡
者
の
功
徳
を
行

う
場
合
の
豫
修
の
科
儀
」（
五
六
六
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。

（
27
）「
孝
男
」
は
亡
く
な
っ
た
人
の
息
子
を
い
う
。

（
28
）
原
文
は
「
仲
」。
文
意
が
通
ら
な
い
の
で
「
中
」
に
改
め
て
読
ん
で
お
く
。

（
29
）
高
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
、
幅
と
奥
行
き
が
約
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
竹
と
紙
で

作
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
獄
の
門
を
表
す
。
中
央
奥
の
位
置
に
観

音
、
正
面
の
門
の
両
側
に
獄
卒
、
城
の
中
に
死
者
を
象
っ
た
「
替
身
」
が
作
ら
れ

る
。
観
音
や
「
替
身
」
は
、
竹
の
棒
に
紙
を
貼
り
付
け
た
も
の
、
獄
卒
は
た
だ
紙

を
切
っ
て
貼
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
30
）
大
淵
氏
の
解
説
に
は
、「
前
面
の
上
部
の
兩
側
に
牛
将
軍
と
馬
将
軍
、
下
の
方
に

は
獄
卒
達
、
上
部
後
面
の
中
央
に
観
音
大
士
、
兩
側
に
城
隍
神
と
土
地
公
、
城
の

中
に
亡
者
像
（
替
身
＝
仮
の
亡
者
像
）
を
作
る
」（
五
〇
二
頁
）
と
あ
る
。

（
31
）
実
際
の
儀
礼
で
は
、
科
儀
の
違
い
に
よ
っ
て
方
式
が
異
な
る
の
で
は
な
く
、
儀
礼

を
担
当
し
た
道
士
に
よ
っ
て
点
を
打
つ
位
置
等
に
若
干
の
違
い
が
出
て
く
る
よ
う

で
あ
る
。

（
32
）
大
淵
前
掲
一
九
八
三
年
、
五
六
七
頁
。

（
33
）
た
だ
し
召
魂
は
繰
り
返
さ
れ
、
こ
の
時
点
で
亡
魂
が
完
全
に
魂
身
に
宿
っ
た
と
は

い
い
難
い
。
た
と
え
ば
、「
打
城
」
と
い
う
科
目
は
、
地
獄
の
門
を
破
っ
て
亡
魂

を
救
い
出
す
と
い
う
科
目
で
あ
り
、
召
魂
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で

亡
魂
が
地
獄
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
に
は
、
亡
魂
は
地
獄
で
拘

束
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
魂
身
に
は
宿
っ
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
亡
魂
が
ど
こ
に
居
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
儀
礼
で
は
単
純
に
割

り
切
っ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
34
）
李
献
璋
氏
の
報
告
（
李
前
掲
一
九
六
五
年
）
で
も
、
す
で
に
引
用
し
た
「
関
」
の
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儀
礼
だ
け
で
な
く
、「
開
眼
」
の
前
後
に
行
わ
れ
る
神
像
に
霊
魂
を
入
れ
る
儀
礼

を
挙
げ
て
い
る
。
李
氏
は
、
廟
等
に
祭
る
神
像
の
製
作
の
始
め
か
ら
完
成
に
至
る

過
程
で
行
わ
れ
る
儀
礼
を
「
１
、
開
斧
」「
２
、
入
神
」「
３
、
開
眼
」「
４
、
過

火
（
火
渡
り
）」
の
四
つ
に
整
理
し
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
２
、
入

神
」
で
は
、
彫
り
上
げ
ら
れ
た
神
像
の
背
中
に
穴
を
開
け
て
、「
蜂
」「
釣
魚
翁

（
か
わ
せ
み
）」「
田
蛤
仔
（
蛙
）」
等
を
つ
め
こ
む
例
を
挙
げ
て
い
る
（
二
五
八

頁
）。
こ
れ
も
霊
魂
を
神
像
に
込
め
る
呪
術
で
あ
る
。
こ
れ
を
行
っ
た
後
、
装
飾

を
済
ま
せ
る
と
「
３
、
開
眼
」
が
行
わ
れ
る
。
李
氏
は
「
開
眼
」
に
つ
い
て
「
点

眼
と
開
光
の
両
方
を
含
む
」
と
し
て
お
り
、「
点
眼
」
と
「
開
光
」
を
区
別
し
て

と
ら
え
て
い
る
。
仏
師
や
紅
頭
法
師
の
行
う
事
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
は
山
の
上
や
海
辺
に
赴
い
て
「
開
眼
」
行
う
と
い
う
習
俗
も
示
さ
れ
て

お
り
、
興
味
深
い
（
二
五
八
～
二
六
八
頁
）。「
開
眼
」
に
続
い
て
多
く
の
場
合

「
関
」
が
行
わ
れ
る
の
は
、
す
で
に
引
用
し
た
通
り
で
あ
る
。

（
35
）
李
献
璋
氏
の
報
告
（
李
前
掲
一
九
六
五
年
）
に
あ
っ
た
「
入
神
」「
開
眼
」
も
像

に
生
気
（
生
命
力
）
を
入
れ
る
呪
術
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
36
）
李
献
璋
氏
の
報
告
（
李
前
掲
一
九
六
五
年
）
に
あ
っ
た
「
関
」
が
こ
れ
に
あ
た

り
、
新
し
く
作
っ
た
神
像
の
場
合
は
、
こ
の
あ
と
「
過
火
」
を
し
て
廟
の
神
座
に

据
え
る
こ
と
に
な
る
（
二
六
〇
頁
）。
台
南
の
道
教
儀
礼
に
お
け
る
「
開
光
」
の

場
合
は
、
像
の
前
で
火
を
廻
し
て
「
開
光
」
の
一
連
の
儀
礼
を
終
え
た
後
、
神
霊

や
亡
魂
等
を
招
く
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
火
に
よ
る
招
魂
で

像
と
し
て
の
完
成
を
見
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
醮
や
斎
の
儀
礼
の
文
脈

で
は
、
そ
の
後
に
神
霊
や
亡
魂
を
招
く
手
順
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
醮
や
斎
の
儀

礼
の
文
脈
で
考
え
た
場
合
は
、
火
を
廻
し
て
行
う
招
魂
で
は
完
全
に
神
霊
や
亡
魂

が
憑
依
し
た
と
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

（
37
）
廣
田
律
子
『
中
国
民
間
祭
祀
芸
能
の
研
究
』
風
響
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
38
）「
胠
」
は
腋
の
下
の
意
で
あ
る
が
、
下
句
か
ら
し
て
「
肚
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

廣
田
氏
も
後
引
の
訳
の
中
で
「
腹
」
と
訳
し
て
い
る
。

（
39
）
こ
の
「
脱
童
歌
」
は
、
中
国
湖
南
省
藍
山
縣
で
用
い
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

（
40
）
三
魂
七
魄
説
に
つ
い
て
は
、
藤
野
岩
友
「『
雲
笈
七
籤
』
に
見
え
る
三
魂
七
魄
」

『
中
国
の
文
学
と
礼
俗
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
参
照
。

（
41
）「
文
検
」
は
、「
儀
礼
に
お
い
て
神
々
や
死
者
の
霊
魂
に
あ
て
て
発
出
さ
れ
る
諸
文

書
の
範
例
集
で
あ
る
」（
丸
山
宏
『
道
教
儀
礼
文
書
の
歴
史
的
研
究
』
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
頁
）。
大
淵
前
掲
一
九
八
三
年
、
六
六
五
頁
に
「
十
仙

符
式
」
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

（
42
）
藤
野
岩
友
『
巫
系
文
学
論
』（
一
九
五
一
年
、
増
補
版
一
九
六
九
年
、
大
學
書
房
）

二
一
五
～
二
三
三
頁
、
藤
野
岩
友
『
楚
辞
』（
漢
詩
大
系
三
、
一
九
六
三
年
、
集

英
社
。
漢
詩
選
三
と
し
て
一
九
九
六
年
再
刊
）、
一
三
頁
参
照
。
招
魂
歌
の
類
型

は
、
藤
野
氏
（
前
掲
一
九
六
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
招
魂

歌
に
三
類
あ
る
。
Ａ
類
（
蛍
唄
型
）、
わ
が
国
に
普
及
し
て
い
る
蛍
狩
り
の
唄
、

『
あ
っ
ち
の
水
は
苦
い
ぞ
、
こ
っ
ち
の
水
は
甘
い
ぞ
。
蛍
来
い
』
と
同
じ
形
式
の

も
の
で
、
魂
を
嚇
し
て
遠
方
に
離
散
す
る
の
を
防
ぎ
、
一
方
で
は
こ
れ
を
誘
う
て

身
内
に
帰
り
鎮
ま
る
よ
う
に
、
魂
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。
Ｂ
類
（
大
掃
除

型
）、
遊
離
し
た
魂
の
い
そ
う
な
と
こ
ろ
を
幾
箇
所
も
想
定
し
て
、
そ
こ
に
呼
び

か
け
て
魂
を
誘
い
だ
し
、
身
内
に
帰
り
鎮
め
る
た
め
に
歌
う
。
Ｃ
類
（
舞
い
戻
り

型
）、
魂
の
戻
る
べ
き
と
こ
ろ
を
い
う
だ
け
で
、
魂
の
行
き
先
に
は
触
れ
な
い
」

（
一
三
頁
）。
筆
者
は
こ
れ
に
さ
ら
に
一
項
を
増
し
、「
連
れ
戻
し
型
（
あ
る
い
は

強
制
連
行
型
）」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
加
え
て
は
ど
う
か
と
思
っ
て
い
る
。
元

帥
神
や
童
子
等
を
派
遣
し
て
魂
を
捕
ま
え
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

道
教
や
法
教
等
の
儀
礼
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
仮
に
Ｄ
類
と
す
れ

ば
、
Ａ
類
か
ら
Ｃ
類
ま
で
は
魂
に
直
接
的
に
呼
び
か
け
、
働
き
か
け
る
点
に
特
徴

が
認
め
ら
れ
る
が
、
Ｄ
類
は
、
魂
を
捕
ら
え
に
行
く
神
や
童
子
を
呼
び
出
し
命
ず

る
こ
と
が
内
容
的
な
特
徴
と
な
る
。
命
ず
る
内
容
に
は
赴
く
べ
き
場
所
も
指
示
さ

れ
る
の
で
、
Ｂ
類
（
大
掃
除
型
）
と
類
似
し
た
内
容
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
43
）
前
注
で
触
れ
た
「
連
れ
戻
し
型
」
に
あ
た
る
が
、
詳
し
く
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
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い
。

（
44
）
符
や
呪
文
等
を
使
っ
て
身
体
の
欠
損
を
補
う
儀
礼
。
天
医
と
呼
ば
れ
る
天
上
界
の

医
者
が
呼
び
出
さ
れ
、
戦
争
や
災
害
で
損
な
わ
れ
た
死
者
の
身
体
を
、
た
と
え
ば

手
の
な
い
も
の
は
手
を
補
い
、
頭
の
な
い
も
の
は
頭
を
補
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
行
う
。
こ
れ
を
経
な
け
れ
ば
、
仙
人
の
身
体
に
変
容
さ
せ
る
「
煉
度
」
の
技
法

に
よ
る
救
済
の
過
程
に
進
め
な
い
の
で
あ
る
。


